
【様式②】

市　長 副市長 教育長

別表（第９条関係）

政策会議  議事概要

健康福祉部長

開 催 日 令和4年10月20日 場 所 市役所本庁舎　４階会議室

教育部長 会計管理者 議会事務局長 総合病院副院長兼事務部長

議 題 宍粟市一宮温泉施設条例の改正（利用料の改正）について

出 席 者
産業部長

農業委員会事務局長 建設部長 一宮市民局長 波賀市民局長 千種市民局長

市長公室長 総務部長 市民生活部長

現 状

課 題

決 定 事 項

　近年、消費税の増税や物価上昇の影響がある中、これまで使用料は改正せずに指
定管理施設の運営を行っているが、昨今の更なる人件費や物価上昇による影響を受
け、施設運営が非常に厳しい状態である。

　人件費や物価上昇による影響を価格に反映することができていないことが課題と
なっている。

条例第９条第２項別表に定める額を改正する。（12月議会に提案）
　※あわせてインボイス制度に対応するよう改正する。

温泉スタンド

(円/20ℓ)

大人(中学生以上)

(円/人)

小人(４歳以上)

(円/人)

家族風呂

(円/時間)

区　分

364

総合戦略で
の位置付け

― 【まちの魅力】選ばれるまちづくり

総合計画で
の位置付け

基本目標 参画と協働・男女共同参画の推進 基本目標 １．住み続けたい、住んでみたいまち

基本方針 参画と協働・男女共同参画の推進 基本方針 ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

条例表示(税抜) （税込）

100

880

440

3,300

基本施策 【参画と協働・男女共同参画の推進】 基本施策 【4】観光の振興

現行利用料金 現行の条例上使用料 改正案

100

800

400

3,000

91

2,728

91

400

インボイス

600

300

2,000

728800

3,000

100

(指定管理者) 条例表示


